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令和２年度 地域密着型サービス事業所に対する指導状況について 

 

１ 実地指導について 

    介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第２４条の規定に基づき，事

業所に対し，事前に実施日等を通知し，事業所において個別に指導を行う。 

・ 入所系サービス（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（密着特養），認知症対応

型共同生活介護（グループホーム））は，概ね３年に１回実施 

・ 居宅系サービス（小規模多機能型居宅介護，認知症対応型通所介護等）は，概ね５年に

１回実施 

 

⑴ 令和２年度 実地指導実施状況（令和３年３月１日現在） 

 対象サービス 件数 指摘なし 文書指導あり 口頭指導のみ 

１ 認知症対応型通所介護 ５ ０ ５ ０ 

２ 
認知症対応型共同生活介護 

（グループホーム） 
１ ０ １ ０ 

３ 小規模多機能型居宅介護 ３ １ ２ ０ 

４ 
定期巡回・随時対応型訪問 

介護看護 
１ ０ １ ０ 

５ 地域密着型通所介護 ２２ １ ２１ ０ 

計 ３２ ２ ３０ ０ 

 

⑵  主な指導事項 

   ・ アセスメントが不十分なため，個別サービス計画書のサービス内容が具体的でない。

【アセスメント:利用者に関する情報収集を行い課題を把握すること】 

   ・ 運営推進会議において，事業所の活動状況の評価を受けていない。 

【運営推進会議:地域密着型サービス事業所が，利用者，利用者の家族，地域住民の代

表者等に対し，提供しているサービス内容等を明らかにすることにより，事業所に

よる利用者の「囲い込み」を防止し，地域に開かれたサービスとすることを目的と

して設置するものであり，各地域密着型サービス事業所が自ら設置する会議をいう】 

・ 運営推進会議の構成員（地域の代表である自治会長，民生委員等）が出席していない。 

   ・ 重要事項説明書において，提供するサービスの第三者評価（外部評価）の実施状況に

ついて記載していない。 
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２ 集団指導について 

     集団指導は，介護サービス事業者を一堂に集め，事業所において適切なサービスを提供す

るために必要な情報（遵守すべき法令の内容，各種サービス提供の取扱い，介護報酬請求に

関する事項等）を伝達することを目的として実施する。 

地域密着型サービス事業所を含む市内の介護保険サービス全事業所に対して，年１回実施

し，上記に加えて，実地指導で指摘事項の多い内容を伝え，当該年度に実地指導がなかった

事業所に対しても改善の機会を設ける。 

⑴ 令和２年度介護サービス事業所に対する集団指導の予定 

  ア 実施予定日 

    令和３年３月２６日 

    （※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため，今年度は昨年度に引き続きホー

ムページへの資料掲載による書面開催とします。） 

 

  イ 対象 

    介護保険サービス全事業所 

 

ウ 内容予定 

・令和２年度実地指導の結果について 

・令和３年度介護保険制度改正及び介護報酬改定について 

    ・虐待防止，事業所における各種届出 等 

 


